
 
 

保育認定（２・３号認定）を受けた児童の利用者負担額表（月額）※1 

階層 該当する所得割等 保育標準時間認定 保育短時間認定 

A 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を
含む）及び「中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律による支援給付」受給世帯 

０円 ０円 

B 市町村民税が非課税の世帯 ※2 ０円 ０円 

C１ ４８，６００円未満 １１，０００円 １０，８２０円 

D１ 
４８，６００円以上 

６７，０００円未満 １５，６８０円 １５，４２０円 

D２ 
６７，０００円以上 

９７，０００円未満 ２２，５５０円 ２２，１７０円 

D３ 
９７，０００円以上 

１４０，０００円未満 ３０，２５０円 ２９，７４０円 

D４ 
１４０，０００円以上 

１６９，０００円未満 ３９，６００円 ３８，９３０円 

D５ 
１６９，０００円以上 

２５４，０００円未満 ４５，８７０円 ４５，１００円 

D６ 
２５４，０００円以上 

３０１，０００円未満 ５３，７４０円 ５２，８３０円 

D７ 
３０１，０００円以上 

３４１，０００円未満 ６０，１７０円 ５９，１５０円 

D８ 
３４１，０００円以上 

３９７，０００円未満 ６５，４５０円 ６４，３４０円 

D９ ３９７，０００円以上 ７５，９００円 ７４，６１０円 

【ひとり親家庭等(母子又は父子家庭の世帯、障がい者（児）同居世帯)の世帯に係る負担額)】 

C０ ４８，６００円未満 ４，４００円 ４，４００円 

D０１ 
４８，６００円以上 

６７，０００円未満 ４，４００円 ４，４００円 

D０２ 
６７，０００円以上 

７７，１０１円未満 ４，４００円 ４，４００円 

※1 月の途中で入所又は退所した場合は日割り計算します。 

※2 所得割が非課税で、均等割のみ課税されている世帯はＣ階層に該当します。 

 

 


